
 

「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-自動車運送業分野の基準について-」の一部改正について 

 

令和７年２月１７日 

 

 

 

  「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-自動車運送業分野の基準について-」について、今般、下記のとおり必要な改正を行い

ましたので、公表します。 

 

記 

赤字が修正部分 

通し 

番号 

該当ページ 

（改正後） 
改正箇所 現行 改正 

1 P.8 第２ 特定技能外国

人が有すべき技能水

準等 

【確認対象の書類】 

＜トラック運送業の場

合＞ 

 

○ 技能水準を証するもの 

・自動車運送業分野特定技能１号評価試験（トラック）の

合格証明書の写し 

・第一種運転免許 

○ 日本語能力を証するものとして次のいずれか 

・国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し 

・日本語能力試験（Ｎ４以上）の合格証明書の写し 

＊ただし、修了した技能実習２号の職種・作業の種類に

かかわらず、技能実習２号を良好に修了した者は、国際

交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以

上）のいずれの試験も免除されます。 

○ 技能水準を証するもの 

・自動車運送業分野特定技能１号評価試験（トラック）

の合格証明書の写し 

・第一種運転免許 

○ 日本語能力を証するものとして次のいずれか 

・国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し 

・日本語能力試験（Ｎ４以上）の合格証明書の写し 

＊ただし、修了した技能実習２号の職種・作業の種類に

かかわらず、技能実習２号を良好に修了した者は、国

際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ

４以上）のいずれの試験も免除されます。 

※ 特定活動５５号から特定技能１号への在留資格変

更許可申請の際は、提出不要な場合があります。詳細



は提出書類一覧表を御確認ください。 

２ 

 

P.8 第２ 特定技能外国

人が有すべき技能水

準等 

【確認対象の書類】 

＜タクシー運送業及

びバス運送業の場合

＞ 

○２つ目 

○ 技能水準を証するもの 

・自動車運送業分野特定技能１号評価試験（タクシー）

又は自動車運送業分野特定技能１号評価試験（バス）

の合格証明書の写し 

・第二種運転免許 

○ 日本語能力を証するもの 

・日本語能力試験（Ｎ３以上）の合格証明書の写し 

○ 技能水準を証するもの 

・自動車運送業分野特定技能１号評価試験（タクシー）

又は自動車運送業分野特定技能１号評価試験（バス）

の合格証明書の写し 

・第二種運転免許 

○ 日本語能力を証するもの 

・日本語能力試験（Ｎ３以上）の合格証明書の写し 

※ 特定活動５５号から特定技能１号への在留資格変

更許可申請の際は、提出不要な場合があります。詳細

は提出書類一覧表を御確認ください。 

3 

 

P.11 第３ 特定技能雇用

契約の適正な履行の

確保に係る基準 

【関係規定】 

 

（追加） 告示第２条 

自動車運送業分野に係る特定技能雇用契約及び１号

特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第１条

第１項第７号の告示で定める基準は、出入国管理及び

難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第２条の５

第１項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人

が同法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号

に掲げる活動を行う事業所が、令和５年総務省告示第

２５６号（統計法第２８条の規定に基づき、統計基準と

して日本標準産業分類を定める件）に定める日本標準産

業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行

っていることとする。 

一 中分類４３ 道路旅客運送業 

二 中分類４４ 道路貨物運送業 

4 P. 12 第３ 特定技能雇用

契約の適正な履行の

確保に係る基準 

（追加） ○ 自動車運送業分野の特定技能外国人を受け入れる

事業所は、令和５年総務省告示第２５６号（統計法

第２８条の規定に基づき、統計基準として日本標準産



○２、３つ目 業分類を定める件）に定める日本標準産業分類に掲げ

る産業のうち以下のいずれかに掲げるものを行っている

ことが求められます。 

① 中分類４３ 道路旅客運送業 

② 中分類４４ 道路貨物運送業 

○ また、自動車運送業分野の特定技能外国人を受け入

れる特定技能所属機関は、自動車運送事業（道路運

送法第２条第２項に規定する自動車運送事業をい

い、貨物利用運送事業法（平成元年法律第８２号）第

２条第８項に規定する第二種貨物利用運送事業を含

む。）を営んでいるほか、一般財団法人日本海事協会

が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく

認証を受けていること又は全国貨物自動車運送適正化

事業実施機関が実施する貨物自動車運送事業安全性

評価事業に基づく安全性優良事業所の認定を受けた

事業所を有していることが必要です。 

5 P.19から

P.39 

第６  在留資格「特

定活動」による入国・

在留 

（追加） （１）目的及び関係規定 

○ １号特定技能外国人として自動車運送業分

野の業務に従事するに当たっては、我が国の運

転免許の取得のほか、タクシー運送業及びバス

運送業においては新任運転者研修の修了が必

要となることから、一定期間我が国での在留を

認める措置が必要となります。 

そのため、分野別運用要領において、１号特

定技能外国人として自動車運送業分野の業務

に従事しようとする外国人について、在留資

格「特定活動」による入国・在留を認める旨が

定められています。 



○ 当該「特定活動」（以下「特定活動（特定自

動車運送業準備）」という。）については、出入

国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の

規定に基づき同法別表第１の５の表の下欄に

掲げる活動を定める件（令和７年２月１７日改

正・平成２年法務省告示第１３１号。以下「特

定活動告示」という。）の第５５号において、

その活動内容及び「特定活動（特定自動車運送

業準備）」で在留する外国人（以下「特定自動

車運送業準備外国人」という。）本人の基準等

が定められているほか、出入国管理及び難民認

定法第７条第１項第２号の規定に基づき同法

別表第１の５の表の下欄に掲げる活動を定め

る件第５５号に規定する法務大臣の定める特

定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定

自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める

件（令和７年法務省告示第３６号。以下「特定

自動車運送業準備基準告示」という。）におい

て、所属機関の基準等が定められています。 

○ 本特定活動は、自動車運送業分野において特

定技能１号として活動するために必要な我が

国の運転免許の取得及び新任運転者研修の受

講（タクシー運送業及びバス運送業の場合）等

を目的とするものであり、我が国の運転免許の

保有及び新任運転者研修の修了を除き、外国人

の要件及び所属機関等の要件について、特定技

能１号を受け入れる場合と同様の要件を満た

す必要があります。 



    そのため、特定活動告示第５５号及び特定自

動車運送業準備基準告示の規定については、上

陸基準省令及び特定技能基準省令と同様の内

容となっています。 

本章では、主に特定技能１号とは異なる部

分を記載しているため、その他の要件の詳細

については、「特定技能外国人受入れに関する

運用要領」を御参照ください。 

○ 特定活動告示第５５号及び特定自動車運送

業準備基準告示の規定の内容は以下２０ペー

ジから３２ページのとおりです。 

○ なお、本邦に在留している外国人（「留学」

や「家族滞在」等の在留資格で在留している者）

が、自動車運送業分野において特定技能１号と

して活動するために必要な我が国の運転免許

を取得している場合（トラック運送業に限

る）、又は当該運転免許を取得した後、資格

外活動許可を取得した上で新任運転者研

修を修了した場合（タクシー運送業及びバ

ス運送業に限る）においては、本特定活動

を経由することなく、特定技能１号へと移

行することができます。 

（以下略） 



6 分野参考

様式 

第１５－３

号 

特定自動車運送業

準備外国人の受入

れに関する誓約書 

（新設） 

 



7 

 

分野参考

様式 

第１５－４号 

特定自動車運送業

準備外国人の受入

れに関する誓約書 

（新設） 

 

 

 



8 分野参考

様式 

第１５－５号 

特定自動車運送業

準備外国人の報酬に

関する説明書 

（新設） 

 



    

 



9 分野参考

様式 

第１５－６号 

特定自動車運送業

準備雇用契約書 

（新設） 

 



10 分野参考

様式 

第１５－７号 

雇用条件書 （新設） 

 



    

 

    

 



11 分野参考

様式 

第１５－７

号（別紙１） 

賃金の支払  

 



12 分野参考

様式 

第１５－７

号（別紙２） 

雇用条件書（雇用条

件書Ⅰ．で「労働契

約法に定める同一の

企業との間での通算

契約期間が５年を超

える有期雇用契約の

締結の場合」で有を

選択した場合） 

 

 



    

 



13 分野参考

様式 

第１５－８

号 

徴収費用の説明書 （新設） 

 



    

 



14 分野参考

様式 

第１５－９

号 

雇用の経緯に係る説

明書 

（新設） 

 



    

 



15 分野参考

様式 

第１５－１０

号 

特定自動車運送業

準備外国人支援計

画書 

（新設） 

 

    

 

    

 



    

 

    

 

    

 



    

 

    

 



    

 

    

 



16 分野参考

様式 

第１５－１１

号 

特定自動車運送業

準備所属機関の役

員に関する誓約書 

（新設） 

 



    

 



    

 



17 分野参考

様式 

第１５－１２

号 

登録支援機関との支

援委託契約に関する

説明書 

（新設） 

 



18 分野参考

様式 

第１５－１３

－１号 

特定自動車運送業

準備雇用契約の変

更に係る報告書 

（新設） 

 



    

 



19 分野参考

様式 

第１５－１３

－２号 

特定自動車運送業

準備雇用契約の終

了又は締結に係る報

告書 

（新設） 

 



    

 

    

 



20 分野参考

様式 

第１５－１３

号（別紙） 

 （新設） 

 

21 分野参考

様式 

第１５－１４

号 

支援計画の変更に係

る報告書 

（新設） 

 



    

 

    

 



22 分野参考

様式 

第１５－１４

号（別紙） 

 （新設） 

 

23 分野参考

様式 

第１５－１５

－１号 

支援委託契約の変

更に係る報告書 

（新設） 

 



    

 

    

 



24 分野参考

様式 

第１５－１５

－２号 

支援委託契約の終

了又は締結に係る報

告書 

（新設） 

 



    

 



    

 

25 分野参考

様式 

第１５－１５

号（別紙） 

 （新設） 

 

 


